
 

GONAOB会規約 

 

 

１．名  称  本会は GONA OB会と会する 

 

２．目  的  本会は FC GONAの支援を目的とし、また会員相互の親睦を図ること 

とする 

 

３．組  織  本会は GONAOBで組織する 

 

４．役  員  本会の役員は GONAの OBを原則とする 

        会長１名、副会長 2名、会計１名、監査１名。とする 

 

５．会  費  本会の会費は年５７０円４月から６月の間で徴収する。 

ただし、退会者については返却しないものとする。 

 

６．入退会   入退会は随時とする 

 

付      則 

 

本規約は平成 28年４月１日より施行する 


